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各種「奨学金」制度の概要と手続き方法 

    ── 埼玉県と川口市の制度（国公立・私立高校）を中心に 

川口市立青木中学校 栁澤靖明／飯塚祐貴 

０. 日本学生支援機構（旧育英会） 

現在、もっともポピュラーな奨学金制度を実施しているのが「独立行政法人日本学生支援機構

（旧育英会）」です。ほかにも、地方公共団体や公益法人、営利法人などによる奨学金事業もあり、

多様な事業主体により、多様な事業内容が展開されています。 

 日本学生支援機構は、2003（平成 15）年に公布された「独立行政法人日本学生支援機構法」に

基づき、それまで国や日本育英会、財団法人国際学友会などが実施してきた各種支援策を総合的

に実施する独立行政法人として 2004（平成 16）年に設立されました。日本学生支援機構の奨学金

貸与事業は、旧日本育英会の事業を引き継ぎながら新制度も導入されています。 

そして、高等学校を対象とする事業は、都道府県に移管されました。 

 

1. 埼玉県の奨学金制度等 

 埼玉県では、高等学校等に通う生徒の修学を支援するため、学費負担を軽減する制度や無利子

で奨学金を貸し出す制度など、さまざまな修学支援制度を用意しています。しかし、義務教育期

間のような「就学援助制度」はありません。下表制度の内容や申請方法を説明していきます。 

 
※ 埼玉県「高校生の学費負担を支援します！」（令和 6 年度版）より引用 

あ埼玉県奨学金のページ 

（各種制度の紹介等あり） 
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●「高等学校等就学支援金」制度 

 国による国公立、私立高等学校等の授業料補助制度です。入学後、世帯所得の判定をするため

高校等の事務室へ必要な書類を提出してもらいます。 

・国公立、私立問わない 

・全員手続きが必要（入学後、4 月頃に学校から案内が届く） 

→ 所得制限：世帯年収で 910 万円未満程度（市町村民税の課税所得 30 万 4,200 円未満） 

 ・県立高校の年間授業料 118,800 円を全額補助＝県立学校は授業料が無償 

   → 私立も同額を援助（世帯年収が 590 万円未満程度の場合は、396,000 円を援助） 

 

●「入学料及び授業料の減免」制度 

 授業料は、「高等学校等就学支援金制度」の存在により、ほとんど該当することがありません。

入学料の免除や入学後に保護者等の家計急変（長期傷病、失職など）により該当する場合があります。 

・国公立のみ 

・該当者は手続きが必要（入学後、4 月以降に学校へ随時申請する） 

→ 保護者等の離職など急変事態が起きたとき 

→ 住民税非課税世帯（年収 100 万円未満程度） 

 

●「父母負担軽減事業補助」制度 

 県内在住かつ県内私立高等学校等に在学している場合、授業料等の一部を援助する制度です。

以下の図で「県の補助」とされている部分が補助されます。 

・私立のみ 

・該当者は手続きが必要（入学後、6～7 月頃に学校へ申請する） 

→ 所得制限：世帯年収で 720 万円未満程度（市町村民税の課税所得 21 万 2,700 円未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 埼玉県の Web サイトより引用 

あ私学関係の情報ページ 

（県内授業料等一覧あり） 
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●国公立、私立高等学校等「奨学のための給付金」制度 

 授業料以外に、高等学校でも補助教材費等が集金されたり修学旅行費を積み立てたりします。

また、教科書代も有料となり、それらの一部を給付する制度です（就学援助制度に近い制度）。 

・国公立、私立問わない 

・該当者は手続きが必要 

→ 生活保護世帯、住民税非課税世帯（年収 100 万円程度未満） 

・国公立高等学校等の場合（毎年 7 月に学校へ申請する） 

  → 生活保護世帯 32,300 円、住民税非課税世帯 143,700 円、通信制 50,500 円 

・私立高等学校等の場合（県内の学校は学校へ申請、県外は埼玉県へ申請） 

  → 生活保護世帯 52,600 円、住民税非課税世帯 152,000 円、通信制 52,100 円 

 

 

 

 

 

●「埼玉県高等学校等奨学金」制度 

高等学校等で学ぶための費用を無利子で貸し出す（貸与）制度です。卒業後に返還が必要です。

募集期間は、11 月～1 月までです。決定後、2 回（3・10 月以降）に分けて貸与されます。 

・国公立、私立問わない 

・該当者は手続きが必要（青木中で書類を受け取り、埼玉県へ郵送で提出をする） 

→ 高等学校等に進学予定の中学校 3 年生 

→ 保護者が県内に居住 

→ 成績要件はありませんが、品行方正で学習意欲があり校長の推薦を受けた者 

→ 世帯年収が 830 万円以下程度 

・返還は高校等を卒業した 4 年 6ヵ月後から 12年間 

 ・利子は付かない（ただし、滞納による遅延損害金は発生） 

 

 月額奨学金 入学一時金 

 

国公立高等学校等 

（１）15,000 円／月 

（２）20,000 円／月 

（３）25,000 円／月 

（１）50,000 円 

（２）100,000 円 

 

 

私立高等学校等 

（１）20,000 円／月 

（２）30,000 円／月 

（３）40,000 円／月 

（１）100,000 円 

（２）250,000 円 

 

※ 進学先が決まったあとに貸与額を選択 

■↑ここまでは返還不要の補助金↑ ── ↓ここからは返還が必要な貸与金↓■ 
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2. 川口市の奨学金制度 

 川口市にも埼玉県と同様に「貸与型」の奨学金制度があります。申請の時期は 3 期に分かれ、

現在は第 2 期の 1 月上旬に貸し付けが実行される募集は期間です（10/31 まで）。 

第 3 期は 1/13～1/23 の申請により、貸し付けの実行は 3 月上旬となります。 

・国公立、私立問わない 

・該当者は手続きが必要（川口市第二本庁舎 5 階の庶務課庶務係） 

→ 2023（令和 05）年 1 月 31 日以前から市内に住んでいる世帯 

→ 成績優秀、品行方正で学習意欲があり校長の推薦を受けた者 

→ 世帯の課税標準額が 250 万円未満（所得から税控除を引いた額） 

・返還は、貸付終了の 1年後から 10 年間（変換猶予が最長で 5 年、市外転出は一括返済） 

 ・原則、利子は付かない（川口市が負担、返還期日を遅延した場合は年 14％の損害金発生） 

 

 修学金（月額） 入学一時金 

高等学校・高等専門学校 

専修学校（高等課程） 

（１）12,000 円以内 国公立 180,000 円以内 

私 立 300,000 円以内 

※ 申請時に貸与額の決定が必要です 

 

3. その他の奨学金制度 

 ・あしなが高校奨学金【申請期限：2024（令和 6）年 12 月 15 日】 

   → 給付型奨学金（月額 30,000 円）＋無利子の貸与（20 年以内に返済） 

   → 親のどちらかが死亡（交通事故を除く）、または著しい障害を負い経済的に苦しい家庭 

 

4. 通信制高等学校の授業料 

 ・公立学校：1 単位につき 330 円 

   → 「高等学校等就学支援金」の対象（年額：6,240 円） 

 ・私立学校：年額制と単位制がある 

   → 「高等学校等就学支援金」の対象 

※ 年額制の場合（年額：118,800～297,000 円）＋埼玉県の補助あり 

※ 単位制の場合（1 単位あたり：4,812～12,030 円）＋埼玉県の補助あり 

─────────────────────────────────────────── 

問い合わせ先 

青木中学校 048-253-1371 

川口市奨学資金貸付制度 

（詳細しおりの掲載あり） 

川口市青木中学校ウェブサイト 

（事務室ページへのリンク） 

詳細は、各高校へ 
お問い合わせください 


